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○大分市水道事業給水条例施行規程 

平成10年３月31日 

水道事業管理規程第５号 

大分市水道条例施行規程（昭和49年大分市水道事業管理規程第９号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規程は、大分市水道事業給水条例（平成９年大分市条例第40号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（給水装置の新設等の申込み等） 

第２条 条例第４条の規定により上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）の承認を

受けようとする者（次項に規定する者を除く。）は、給水装置新設（改造・修繕・撤去）

承認・工事設計審査申込書（様式第１号）により管理者に申し込まなければならない。 

２ 条例第２条に規定する給水装置（以下「給水装置」という。）の新設、改造、修繕又は

撤去（以下「新設等」という。）の工事について、その施工を申し込もうとする者は、給

水装置新設（改造・修繕・撤去）工事申込書（様式第２号）により管理者に申し込まなけ

ればならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、給水装置の修繕工事のうち構造及び材質の変更を伴わない

工事について、第１項の承認を受けようとする者は給水装置修繕承認・工事設計審査申込

書（様式第３号）により、第２項の工事の施工を申し込もうとする者は給水装置修繕工事

申込書（様式第４号）により、管理者に申し込むものとする。 

４ 前２項の規定により、新設等の工事の申込みを行った者（以下「申込者」という。）は、

第１項又は第３項の規定による承認の申込みを行ったものとみなす。 

（平30水管規程１・一部改正） 

（申込みの取消し等） 

第３条 申込者は、当該給水装置の新設等の承認の申込みをし、その承認を受けた後におい

て、当該申込みを取り消そうとするときは、直ちに給水装置工事中止届（様式第５号）に

より管理者に届け出なければならない。 

２ 管理者は、条例第10条第１項の規定に基づき給水装置工事費の概算額を通知した後１

月を経過しても申込者が当該概算額を予納しないとき、又は申込者の責めに帰すべき事由

により概算額を納付後50日を経過しても当該給水装置工事に着手することができないと

きは、申込者が給水装置の新設等の承認の申込みを取り消したものとみなす。ただし、特

別の理由があると認めたときは、この限りでない。 
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３ 申込者は、当該給水装置の新設等の承認の申込みをし、その承認を受けた後において、

当該申込みに係る工種等を変更しようとするときは、直ちに給水装置工事工種等変更届

（様式第５号の２）により管理者に届け出なければならない。 

（平30水管規程１・一部改正） 

（給水装置の廃止の届出） 

第４条 給水装置の所有者は、給水装置の機能を廃止するときは、給水装置廃止届（様式第

６号）により管理者に届け出なければならない。 

（給水装置工事の設計審査等の申請） 

第５条 条例第６条第２項の規定により、指定給水装置工事事業者（同条第１項に規定する

指定給水装置工事事業者をいう。以下同じ。）は、給水装置工事の設計審査を受けようと

するときは第２条第１項の申込書により、工事完成後の工事検査を受けようとするときは

給水装置新設（改造・修繕・撤去）工事完成検査申込書（様式第７号）により、管理者に

申し込まなければならない。 

（給水装置工事の立会い） 

第６条 指定給水工事事業者は、配水管に給水管を取り付ける工事を行うときは、管理者の

指定する職員の立会いを受けなければならない。 

２ 指定給水工事事業者は、前項の規定により立会いを求めるときは、給水管取付工事立会

申請書（様式第８号）により、管理者に申請しなければならない。 

（自己以外の者の所有する給水装置を使用する給水装置工事等） 

第７条 次の各号に掲げる行為を行おうとする者は、当該各号に定める者の承認を得なけれ

ばならない。ただし、民法（明治29年法律第89号）第213条の２又は第213条の３の規定

の適用がある場合は、この限りでない。 

(1) 自己以外の者の所有する給水装置（以下「本管」という。）の一部を使用して自己

の給水装置を設置しようとする者 本管の所有者その他の利害関係人 

(2) 自己以外の者の所有する家屋若しくは土地内に又はこれらを通過して給水装置を設

置しようとする者 当該家屋又は土地の所有者その他の利害関係人 

２ 前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、民法第213条の２第３項の通知をし

た旨の誓約書（様式第８号の２）その他同項の通知をした旨を証する書類を管理者に提出

しなければならない。 

（令５上下水管規程１・全改） 

（管破損に伴う修繕費等の負担） 
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第８条 配水管又は配水管の取付口から水道メーター（以下「メーター」という。）までの

間の給水装置を破損し、漏水させた者は、管理者が認定する水量に応じた料金及び修繕費

その他復旧に必要な費用を負担しなければならない。 

２ 前項に規定する料金及び修繕費等の徴収に関して必要な事項は、管理者が別に定める。 

（給水契約の申込み） 

第９条 条例第15条の規定により、水道を使用しようとする者は、水道使用開始届（様式

第９号）により、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。 

（代理人及び管理人の選定及び変更の届出） 

第10条 条例第16条の規定により給水装置の所有者が代理人を定めたとき、若しくは条例

第17条第１項の規定により同項各号に定める者が管理人を選定したとき、又は条例第20

条第２項第３号の規定によりこれらの者が選任した代理人若しくは管理人に変更があっ

たときは、代理人（管理人）選任（変更）届（様式第10号）により、管理者に届け出な

ければならない。 

（メーターの設置場所） 

第11条 給水装置の所有者及び使用者は、メーターを設置するために必要な場所を提供し

なければならない。 

２ メーターを設置する場所は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。 

(1) 道路等との境界に最も近い位置であること。 

(2) 外部からの障害により破損しない場所であること。 

(3) 汚水等の侵入のおそれがなく、乾燥した場所であること。 

(4) 検針、点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。 

（市のメーター以外のメーターによる計量） 

第12条 条例第18条第１項ただし書に規定する管理者がその必要がないと認めたときとは、

個別検針集合住宅（構造上区分された数個の部分を有する１個の建物であって、その区分

された部分がそれぞれ独立して住居の用に供することができるもの（以下「集合住宅」と

いう。）のうち、当該建物の１階部分に集中して設置されたメーターにより、当該区分さ

れた部分に設置された給水栓及び共用栓の使用水量が計量できるもの（別に定めるところ

により管理者が認定したものに限る。）をいう。以下同じ。）に設置されたメーターによ

り、給水量を計量するときとする。 

２ 個別検針集合住宅の使用水量の計量及び水道料金の徴収に関する事項は、別に管理者が

定める。 
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（令４上下水管規程２・一部改正） 

（メーターの保管義務） 

第13条 メーターの保管者（以下「保管者」という。）は、常にメーターを清潔に保ち、

検針及びメーターの取替え、修繕等の支障となり、又はメーターの機能を害する物件を置

き、若しくは工作物を設けてはならない。 

２ 保管者は、メーターが設置されている場所に工作物を設置する場合その他メーターの位

置を変更することが必要な場合は、第２条に定めるところにより、管理者に給水装置の改

造を申し込まなければならない。 

３ 保管者が第１項の義務を怠ったときは、管理者は、原状回復、位置の変更その他必要な

処置を命じ、又は管理者が自らその処置を行い、その費用は、違反者から徴収する。 

４ 保管者は、メーターが盗難にあったときは、直ちに警察及び管理者に届け出なければな

らない。 

５ メーターを亡失し、又は毀損したときの損害賠償額は、時価により管理者が定める。 

（令４上下水管規程２・一部改正） 

（水道の使用中止の届出） 

第14条 条例第20条第１項第１号の規定により、水道の使用をやめようとする者は、水道

使用中止届（様式第11号）により、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。 

（水道使用者の名義変更届） 

第15条 条例第20条第２項第１号の規定により、水道の使用者の氏名又は住所に変更があ

ったときは、水道使用者名義変更届（様式第12号）により、速やかに、管理者に届け出

なければならない。 

（水道使用者等の変更の届出） 

第16条 条例第20条第２項第２号の規定により、給水装置の所有者に変更があったときは、

給水装置所有者変更届（様式第13号）により、速やかに、管理者に届け出なければなら

ない。 

（検査に要する特別の費用） 

第17条 条例第23条第２項に規定する特別の費用とは、給水装置の機能に関する検査にあ

っては通常の検査以外の検査を、水質の検査にあっては飲料の適否に関する検査以外の検

査を行う場合の費用をいう。 

（共用給水装置の使用者に対する水道料金算定の特例） 

第18条 集合住宅（個別検針集合住宅を除き、次条に定めるところにより管理者の認定を
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受けたものに限る。）に設置された共用給水装置に係る水道料金の算定については、次に

定めるところによる。 

(1) メーターの口径の区分は、各戸ごとに設置されているメーターの口径によるものと

する。ただし、各戸ごとにメーターが設置されていないときは、給水管の口径によるも

のとする。 

(2) 市のメーターにより使用水量を計量し、各戸が均等に使用したものとみなす。 

(3) 口径の異なるメーター及び給水管が混在する場合のメーターの口径の区分及び使用

水量については、前２号の規定にかかわらず、別に定めるところによる。 

２ 前項に定めるもののほか、共用給水装置を使用する場合の料金算定に係るメーターの口

径の区分及び使用水量については、別に定める。 

（料金算定の特例を受ける集合住宅の認定） 

第19条 共用給水装置の所有者が、当該共用給水装置が設置されている建物について前条

第１項の特例の適用を受ける集合住宅の認定を受けようとするときは、集合住宅認定申請

書（様式第14号）により、管理者に申請しなければならない。 

２ 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書に係る申請の内容を審査し、

当該建物が第12条第１項に規定する集合住宅に該当すると認めたときは、前条第１項の

特例を受ける集合住宅として認定するものとする。 

（短期水道使用者に対する基本料金の算定の特例） 

第19条の２ 水道使用者が水道の使用を開始した日の翌日から起算して３月以内に水道の

使用をやめた場合（第24条の規定の適用を受ける場合を除く。）に条例第26条第２項の

規定により当該使用をやめた日に行う検針に基づき算定される水道料金に係る基本料金

の月数は、当該水道使用者が水道を使用した期間に相当する数を31で除して得た数（１

未満の端数があるときは、これを切り上げた数）に相当する月数から隔月定例日に行う検

針に基づき算定された水道料金に係る基本料金の月数を減じて得た月数とする。 

（平30水管規程１・追加） 

（使用水量及び用途の認定） 

第20条 条例第27条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。 

(1) メーターの故障が前回のメーター検針後に生じたものと認められるときは、前回の

使用水量に基づき認定する。 

(2) メーターの故障が前々回のメーター検針後、前回のメーター検針前に生じたものと

認められるときは、前々回の使用水量に基づき認定する。 
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(3) 次項の規定によるメーターの機能試験の結果、100分の４を超える誤差があるときは、

その誤差分を修正して認定する。 

(4) 前３号の規定により難いときは、新たにメーターを取り付け、それにより認定する。 

(5) 前各号の規定により難いときは、前２回分又は前年同月の使用水量その他の事情を

考慮して認定する。 

(6) 料率の異なる２種以上の用途に水道を使用したときは、料率の高いものにより認定

する。 

（平21水管規程19・一部改正） 

（メーターの試験） 

第20条の２ 保管者は、メーターに異常があると思われるときは、メーター試験申込書（様

式第15号）により、管理者にメーターの試験を申し込むことができる。 

２ 管理者は、前項の規定によるメーターの試験の申込みがあったときは、メーターの試験

を実施し、その結果をメーター試験結果通知書（様式第16号）により当該試験の申込み

をした保管者に通知するものとする。 

（平21水管規程19・追加） 

（設計審査手数料等の納付期限） 

第21条 条例第33条第１項に規定する、同項第１号及び第２号に規定する手数料の納付期

限は、設計審査終了後で管理者の指定する日とする。 

（料金、分担金及び手数料の徴収方法） 

第21条の２ 条例第24条第１項に規定する料金の徴収については水道料金納入通知書兼領

収書（様式第17号）に、条例第32条第１項に規定する分担金の徴収及び条例第33条第１

項に規定する手数料の徴収については上下水道局給水装置工事分担金、審査・検査手数料

等納入通知書兼領収書（様式第18号）によるものとする。 

（平31上下水管規程４・追加） 

（受水槽以下の装置の検査） 

第22条 管理者は、必要があると認めるときは、受水槽以下の装置を検査することができ

る。 

２ 管理者は、前項の検査のため必要があるときは、設計書及び図面等を提出させることが

できる。 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等） 

第23条 条例第40条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の
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状況に関する検査は、大分市小規模貯水槽水道維持管理指導要綱（平成15年大分市告示

第241号）に定めるところによる。 

（平15水管規程２・追加） 

（基本料金の減免） 

第24条 管理者は、水道使用者が市内で転居するため水道の使用をやめた場合は、条例第

26条第２項の規定により水道使用者が使用をやめた日に行う検針に基づき算定される水

道料金のうち、直近の定例検針日（同条第１項の規定による検針を行う日をいう。以下「直

近定例日」という。）から水道使用者が使用をやめた日までの期間の日数が直近定例日の

属する月の日数以下のときにあっては当該月に係る基本料金を、当該期間の日数が直近定

例日の属する月の日数を超えるときにあっては当該月の翌月に係る基本料金を減免する

ことができる。 

（平29水管規程４・全改） 

（委任） 

第25条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に

定める。 

（平15水管規程２・旧第24条繰下） 

附 則 

１ この規程は、平成10年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の大分市水道条例施行規程第15条の

２の規定の適用を受ける給水装置が設置されている建物は、第19条第２項の規定により

認定を受けた集合住宅とみなす。 

附 則（平成11年水道事業管理規程第１号）抄 

（施行期日） 

１ この規程は、平成11年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、第１条の規定による改正前の大分市水道局会計規程様式第20号

（その１）、様式第20号（その２）、様式第21号、様式第22号、様式第23号（その１）、

及び様式第23号（その２）による用紙で現に残存するもの並びに第２条の規定による改

正前の大分市水道事業給水条例施行規程様式第６号、様式第９号（その１）、様式第９号

（その２）、様式第11号、様式第12号、様式第14号及び様式第15号による用紙で現に残

存するものは、平成11年５月31日までの間、なお使用することができる。 
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附 則（平成15年水道事業管理規程第２号） 

この規程は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年水道事業管理規程第７号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際改正前の様式第６号、様式第９号、様式第11号及び様式第12号の

規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成21年水道事業管理規程第19号） 

この規程は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成24年水道事業管理規程第９号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際改正前の様式第１号、様式第２号及び様式第４号の規定による用紙

で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成29年水道事業管理規程第４号） 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年水道事業管理規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際改正前の大分市水道事業給水条例施行規程様式の規定による用紙

で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

３ この規程による改正後の大分市水道事業給水条例施行規程第19条の２の規定は、この

規程の施行の日以後に請求する基本料金について適用し、同日前に請求した基本料金につ

いては、なお従前の例による。 

附 則（平成31年上下水道事業管理規程第４号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



9/33 

２ 改正後の大分市水道事業給水条例施行規程の規定は、平成31年度以後の年度分の水道

料金、分担金及び手数料について適用し、平成30年度以前の年度分の水道料金、分担金

及び手数料については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年上下水道事業管理規程第２号） 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際第１条の規定による改正前の大分市水道事業給水条例施行規程に

規定する様式の用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができ

る。 

附 則（令和５年上下水道事業管理規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際この規程による改正前の様式第１号、様式第２号及び様式第４号の

規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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様式第１号（第２条関係） 

（平30水管規程１・全改、平31上下水管規程４・令４上下水管規程２・令５上下

水管規程１・一部改正） 

様式第２号（第２条関係） 

（平30水管規程１・全改、平31上下水管規程４・令４上下水管規程２・令５上下

水管規程１・一部改正） 

様式第３号（第２条関係） 

（平30水管規程１・令４上下水管規程２・一部改正） 

様式第４号（第２条関係） 

（平30水管規程１・全改、平31上下水管規程４・令４上下水管規程２・令５上下

水管規程１・一部改正） 

様式第５号（第３条関係） 

（平30水管規程１・全改、平31上下水管規程４・令４上下水管規程２・一部改正） 

様式第５号の２（第３条関係） 

（平30水管規程１・追加、平31上下水管規程４・令４上下水管規程２・一部改正） 

様式第６号（第４条関係） 

（平30水管規程１・全改、平31上下水管規程４・令４上下水管規程２・一部改正） 

様式第７号（第５条関係） 

（平31上下水管規程４・全改、令４上下水管規程２・一部改正） 

様式第８号（第６条関係） 

（平30水管規程１・全改、令４上下水管規程２・一部改正） 

様式第８号の２（第７条関係） 

（令５上下水管規程１・追加） 

様式第９号（その１）（第９条関係） 

（平30水管規程１・全改、平31上下水管規程４・令４上下水管規程２・一部改正） 

様式第９号（その２）（第９条関係） 

（平30水管規程１・全改、平31上下水管規程４・一部改正） 

様式第10号（第10条関係） 

（平30水管規程１・令４上下水管規程２・一部改正） 

様式第11号（第14条関係） 

（平30水管規程１・全改、平31上下水管規程４・一部改正） 
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様式第12号（第15条関係） 

（平30水管規程１・全改、平31上下水管規程４・一部改正） 

様式第13号（第16条関係） 

（平30水管規程１・全改、平31上下水管規程４・令４上下水管規程２・一部改正） 

様式第14号（第19条関係） 

（平30水管規程１・全改、平31上下水管規程４・令４上下水管規程２・一部改正） 

様式第15号（第20条の２関係） 

（平21水管規程19・全改、平30水管規程１・平31上下水管規程４・一部改正） 

様式第16号（第20条の２関係） 

（平21水管規程19・追加、平30水管規程１・平31上下水管規程４・一部改正） 

様式第17号（第21条の２関係） 

（平31上下水管規程４・追加） 

様式第18号（第21条の２関係） 

（平31上下水管規程４・追加） 

 


